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新旧対比表 

\  
札幌市交通局建築工事監理業務委託共通仕様書 

  

第１章 総則  

（略）  

  

第２章 工事監理業務の内容  

工事監理業務は、一般業務及び追加業務とし、それらの

業務内容は次に掲げるところによる。 

 

２．１ 一般業務の内容  

一般業務の内容は、令和６年国土交通省告示第８号（以
下「告示」という。）別添一第２項に掲げるもののうち、次の
１及び２に掲げる業務とし、受託者は担当職員の指示に従い、
業務計画書に記載した業務方針に基づいて行うもの 
とする。 
 
１．工事監理に関する業務 

（略）  

(3) 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告 

（略）  

（ⅱ）工事材料、設備機器等の検討及び報告 
① 設計図書の定めにより工事の受注者等が提案又は提

札幌市交通局建築工事監理業務委託共通仕様書  

  

第１章 総則  

（略）  

  

第２章 工事監理業務の内容  

工事監理業務は、一般業務及び追加業務とし、それらの

業務内容は次に掲げるところによる。 

 

２．１ 一般業務の内容  

一般業務の内容は、平成31年国土交通省告示第98号（以
下「告示」という。）別添一第２項に掲げるもののうち、次の
１及び２に掲げる業務とし、受託者は担当職員の指示に従い、
業務計画書に記載した業務方針に基づいて行うもの 
とする。 
 
１．工事監理に関する業務 

（略）  

(3) 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告 

（略）  

（ⅱ）工事材料、設備機器等の検討及び報告 
①  設計図書の定めにより工事の受注者等が提案又は提

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

告示文番号の変更  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

新  旧  備考  
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出する工事材料、設備機器等（当該材料、設備機器
等に係る製造者及び専門工事業者を含む。）及びそ
れらの見本に関し、工事の受注者等に対して事前に
指示すべき内容を担当職員に報告し、提案又は提出
された工事材料、設備機器等及びそれらの見本が設
計図書の内容に適合しているかについて検討し、適
合していると認められる場合には、その旨を担当職
員に報告する。 

（略）  

2．工事監理に関するその他の業務 

（略）  

 (3) 対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告等 
（ⅰ）対象工事と工事請負契約との照合、確認及び報告 

（略）  

④  ③の結果、修補が適切になされていないと認められ
る場合の再修補等の取扱いは、①、②、③の規定を準用する。 
（略）  
 
 
第３章 業務の実施  

（略）  

３．６ 再委託  

（略）  

２．コピー、ワープロソフト等による文書作成、印刷、製
本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等
の簡易な業務は、契約約款第6条第2項に定める「軽微な部分」
に該当するものとし、受託者が、この部分を第三者に再委託す

出する工事材料、設備機器等、（当該材料、設備機
器等に係る製造者及び専門工事業者を含む。）及び
それらの見本に関し、工事の受注者等に対して事前
に指示すべき内容を担当職員に報告し、提案又は提
出された工事材料、設備機器等及びそれらの見本が
設計図書の内容に適合しているかについて検討し、
適合していると認められる場合には、その旨を担当
職員に報告する。 

（略）  

2．工事監理に関するその他の業務 

（略）  

 (3) 対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告等 
（ⅰ）対象工事と工事請負契約との照合、確認及び報告 

（略）  

④  ③の結果、修補が適切になされていないと認められ
る場合の再修補等の取り扱いは、①、②、③の規定を準用す
る。 

（略）  
 
第３章 業務の実施  

（略）  

３．６ 再委託  

（略）  

２．コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレー
ス、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務は、契約
約款第6条第2項に定める「軽微な部分」に該当するものとし、
受託者が、この部分を第三者に再委託する場合は、委託者の承

読点削除 

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文字削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文字修正 
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る場合は、委託者の承諾を得なくてもよいものとする。 
（略）  

３．16 契約内容の変更 
（略）  

２．受託者は、前項の規定において、変更する契約図書を次の
各号に基づき作成するものとする。 
(1) ３．10の規定に基づき担当職員が受託者に指示した事項 
（略）  

諾を得なくてもよいものとする。 
（略）  

３．16 契約内容の変更 
（略）  

２．受託者は、前項の規定において、変更する契約図書を次の
各号に基づき作成するものとする。 
(1)３．14の規定に基づき担当職員が受託者に指示した事項 
（略）  
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